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第１章 総則 

 

第１号 業務名称  

  南小跡地等民間活力導入調査委託 

 

第２号 業務の目的 

本業務は、桶川南小学校跡地及び駅東口周辺市有地（以下「南小跡地等」という。）に

ついて、導入が期待される機能や規模を整理した「南小跡地等施設計画」をもとに、施

設整備に向けた民間活力導入調査を実施し、最適な事業手法を明らかにすることを目的

とする。 

 

第３号 実施主体  

  桶川市 

 

第４号 契約方法  

  公募型プロポーザル方式による随意契約 

 

第５号 履行期間  

  契約締結日から令和９年２月１２日（金）まで 

 

第６号 業務内容  

  仕様書（案）のとおり 

 

第７号 契約予定額 

  総額１４，５９２，６００円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

第８号 選定方式  

  公募型プロポーザル方式により本業務に関する企画提案書等（以下、「企画提案書」

という。）の提出を求め、南小跡地等民間活力導入調査委託事業者審査委員会（以下「審

査委員会」という。）による選考を経て優先交渉権者を特定する。 
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第９号 全体スケジュール 

  本業務は、次表のとおり実施する。 

項 目 日 程 備 考 

実 施 方 針 公 表 令和８年４月２４日（金）  

質 問 書 の 
提 出 期 間 

令和８年４月２４日（金）から 
同年５月１１日（月） 
午後５時１５分まで 

 

質 問 書 に 対 す る 
回 答 期 日 

令和８年５月１５日（金） 
 

参 加 表 明 書 の 
提 出 期 日 

令和８年５月２２日（金） 
午後５時１５分まで 

 

参 加 資 格 結 果 通 知 
（ 提 案 書 提 出 依 頼 ） 

令和８年５月２９日（金） 
 

企 画 提 案 書 の 
提 出 期 間 

令和８年５月２９日（金）から 
同年６月１２日（金） 
午後５時１５分まで 

 

プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 令和８年６月下旬 
日程確定後に

通知 

特 定 結 果 通 知 令和８年６月下旬 
日程確定後に
通知 

契 約 締 結 令和８年７月上旬 
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第２章 提案手続 

第 10号 質問書の提出 

  (1) 本業務における企画提案の内容等について、質問等がある場合は、次の提出書類

を期間内に提出することができる。 

    〈提出書類〉質問書【様式第１－１号】 

    〈提出期間〉令和８年４月２４日（金）から 

            同年５月１１日（月）午後５時１５分まで 

    〈提 出 先〉第１４号と同じ。 

    〈提出方法〉電子メール、持参又は郵送 

（期日までに到着するように発送すること。） 

  (2) 前(1)に基づく質問書の提出があった場合は、次の期日までに回答を質問者に通知

する。なお、質問及び回答の内容は、市ホームページにて公表するものとする。 

    〈通知期日〉令和８年５月１５日（金） 

    〈通知方法〉電子メール（受信等の確認を行う。）又は郵送 

 

第 11号 参加表明書の提出 

    企画提案を行おうとする者は、次の提出書類を期日までに提出する。 

    〈提出書類〉プロポーザル参加表明書【様式第２－１号】 

    〈提出期日〉令和８年５月２２日（金）午後５時１５分まで 

    〈提 出 先〉第１４号と同じ。 

    〈提出方法〉電子メール、持参又は郵送 

（期日までに到着するように発送すること。） 

 

第 12号 資格の確認等 

  (1) 前号の参加表明があった場合、第１７号に定める資格について確認し、その結果

を次の期日までに参加表明書を提出した者に通知するものとする。 

    〈通知期日〉令和８年５月２９日（金） 

    〈通知方法〉電子メール（受信等の確認を行う。）又は郵送 

  (2) 前(1)の通知により、資格の確認により適合した者で、企画提案を行おうとする者

は、次の期間内に企画提案書を提出するものとする。 

    〈提出書類〉第１３号による。 

    〈提出期間〉令和８年５月２９日（金）から 

            同年６月１２日（金）午後５時１５分まで 

    〈提 出 先〉第１４号と同じ。 

    〈提出方法〉持参又は郵送（期日までに到着するように発送すること。） 
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第 13号 提出書類等 

   企画提案に必要となる提出書類は、次のとおりとする。 

   〈書  類〉片面刷りの上、様式番号順に編綴（左止め）すること。提出部数は、 

正本１部、副本１２部（うち３部は、社印・代表者印がない正本と同

様のものとする。うち９部は、様式第３号、様式第８号、様式第９号

のみとするとともに、社名、社印・代表者印及びロゴ等、提案者が特

定される事項は空欄又は墨入れ表記(■)を行う。）とする。 

〈ＣＤ－Ｒ〉正本のＰＤＦ（印があるものはスキャンデータ）を１部保存する。 

  (1) 企画提案書 

    次表に掲げる所定の様式に必要事項を記載し提出すること。 

    記載に当たっては、次表のほか様式中に記載してある注意事項等に従うこと。 

提案書類名称 
上段：記入上の注意 書類 

様式番号 
下段：提出書類の用紙サイズ及び枚数 正本 副本 副本 

企画提案書表紙 
・正本は、提案者の押印要。 

１部 ３部 ９部 【様式第３号】 
・所定様式Ａ４版１枚 

提案者概要書 

（会社概要） 

・提案者の概要を記載すること。 
１部 ３部 － 【様式第４号】 

・所定様式Ａ４版１枚 

類似業務実績書 

・類似業務（公共施設等の整備に関す

る民間活力導入調査業務）を平成２

８年４月以降公表日までの間に、国

（公共工事の入札及び契約の適正

化の促進に関する法律施行令（平成

１３年政令第３４号）第１条に規定

する法人を含む。）又は地方公共団

体から元請けとして完了した実績

を記載すること。 

・本業務に類似する業務実績を６件以

内で記載すること。 

１部 ３部 － 【様式第５号】 

・所定様式Ａ４版３枚以内 

業務実施体制書 

・管理技術者、担当技術者の氏名（ふ

りがな）、担当業務内容等を記載す

ること。 

・管理技術者、担当技術者については、

提案者の企業に所属する者とする

こと。 

・担当技術者は、３名以上記載すること。 

・本業務の一部について、協力会社等

の協力を受ける場合は、会社名又は

氏名、所在地、分担業務の内容等に

ついて記載すること。 

１部 ３部 － 【様式第６号】 

・所定様式Ａ４版１枚 
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提案書類名称 
上段：記入上の注意 書類 

様式番号 
下段：提出書類の用紙サイズ及び枚数 正本 副本 副本 

予 定 技 術 者 

実 績 書 

・管理技術者、担当技術者の実績等に

ついて記載すること。 

・各技術者につき１枚作成すること。 
１部 ３部 － 【様式第７号】 

・所定様式Ａ４版 

実 施 計 画 書 

・本業務に関する基本的な考え方、実

施内容、業務工程表等を記載するこ

と。 １部 ３部 ９部 【様式第８号】 

・所定様式Ａ４版１枚、工程表（任意

様式）１枚 

企 画 提 案 書 

・第６号 業務内容に掲げる各事項に

ついて、具体的な提案を行うこと。 
１部 ３部 ９部 【様式第９号】 

・Ａ４版２０枚以内（Ａ３版とし１０

枚以内での作成も可） 

見 積 書 

・税抜き金額で積算すること。 

・内訳書を添付すること。 １部 ３部 － 【様式第10号】 

・所定様式Ａ４版１枚 

 

(2) 提案に当たり留意する事項 

   ① 本業務に関する基本的な考え方、具体的な取組方法及び重要となる点等につい

て記載すること。 

   ② 仕様書（案）を補完する独自の提案を記載すること。なお、業務実施フロー、

工程表は必ず記載するものとする。 

   ③ 企画提案書の作成に用いる言語は日本語とし、通貨は日本円とする。 

   ④ 添付しているのは標準仕様であり、提出された企画提案の内容を踏まえ決定す

るものとする。 

   ⑤ 企画提案書の提出後、提案を辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出する

こと。 

   ⑥ 実施計画書及び企画提案書の記述は、フォントサイズ１２ポイント以上とし、

所定枚数の範囲内で図表での表現を可とする。 
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第 14号 担当窓口（提出先） 

   本業務における担当窓口及び企画提案書の提出先は、次のとおりとする。 

    〈提 出 先〉桶川市 都市整備部 都市計画課 都市計画係 

    〈住    所〉〒363-8501 桶川市泉一丁目３番２８号 

    〈電 話〉048-788-4949 FAX：048-786-9866 

    〈E-mail〉toshikei@city.okegawa.lg.jp  

    〈業務時間〉土、日、祝日を除き、午前８時３０分から正午まで、午後１時から午後５時１５分

まで 

    〈担 当 者〉清水、小林 

   

mailto:toshikei@city.okegawa.lg.jp
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第３章 選考方法及び評価基準 

第 15号 企画提案書の選考方法 

  (1) プレゼンテーション 

   提案者によるプレゼンテーションを実施する。 

   実施内容等の詳細は、提案者に通知する。 

   〈日  程〉令和８年６月下旬 

   〈会  場〉桶川市役所（予定） 

   〈所要時間〉２５分（２０分間のプレゼンテーション及び５分間の質疑応答） 

   〈出席者数〉提案者につき３名までとする。 

   〈発 表 者〉原則として本業務に携わる管理技術者又は担当技術者とする。 

   〈そ の 他〉パソコン等（パワーポイント等）の使用を認める。ただし、投影は企

画提案書に記載のある内容に限るものとし、提案者を特定できる情報

（社名、印及びロゴ等）を映さないよう注意すること。 

なお、投影データはタイトルを含め１０枚までとする。 

また、モニターは本市にて用意する。 

 

  (2) 企画提案書の審査及び結果 

   ① 企画提案書の審査は、評価基準に基づく評価により審査委員会が実施する。な

お、企画提案書が５件を超えた場合は、定量的評価により一次選考を行う。 

   ② 評価基準に基づき審査委員会が評価点を算出し、最も高い評価合計点を獲得した

提案者を優先交渉権者とし、あわせて、評価合計点の順位に基づき次点者を特定

する。 

   ③ 最も高い評価合計点の提案者が複数ある場合は、審査委員会の協議により候補

者の順位付けを行うものとする。ただし、最も高い評価合計点が９０点未満の場

合は、優先交渉権者に特定せず、対象者なしとする。 

   ④ 提案者が１社の場合は、評価合計点が９０点以上であり、かつ、審査委員会の協

議により総合的に評価の高い提案を行ったと判断すれば、優先交渉権者として特

定する。 

   ⑤ 審査結果は、すべての提案者に対して個別に通知する。 

⑥ 本プロポーザルの経過及び審査結果（優先交渉権者名、各提案者の評価点数、

審査講評）は市ホームページ等で公表することがある。 
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第 16号 評価基準等 

  (1) 評価基準及び配点は、次表のとおりとする。なお、評価点に端数が生じた場合は、

小数点第２位を四捨五入する。 

    ■定量的評価 

    〈評価値〉 

     ５：評価できる ３：概ね評価できる １：あまり評価できない ０：評価対象外 

評価基準及び視点 配点 

企業の実績等 評価値 倍率 ５ 

・本業務に関連

した類似業務

の完了実績が

あるか。 

・５件以上の実績がある。 ５ 

１ ５ 
・３件以上の実績がある。 ３ 

・１件以上の実績がある。 １ 

・上記以外。 ０ 

実施体制 評価値 倍率 １０ 

・埼玉県若しく

は近隣都県（東

京都、千葉県、

神奈川県、茨城

県、栃木県、群

馬県）内の本

店、支店等の開

設状況。 

・埼玉県内に本店、支店等がある。 ５ 

１ ５ 

・東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、

群馬県内に本店がある。 
３ 

・東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、

群馬県内に支店等がある。 
１ 

・上記以外。 
０ 

・円滑な業務遂

行が可能な人

員体制となっ

ているか。 

・技術士（建設部門－都市及び地方計画、総合技 

術監理部門－建設‐都市及び地方計画）を１名 

以上配置し、総勢５名以上配置している。 

５ 

１ ５ 
・業務に関係する資格保有者（管理及び担当技 

術者の実績等に記載している資格）を配置 

し、総勢５名以上配置している。 

３ 

・総勢４名以上配置している。 １ 

・上記以外。 ０ 

管理技術者の実績等 評価値 倍率 １５ 

・類似業務に携

わった実績 

・管理技術者として５件以上の実績がある。 ５ 

２ １０ 
・管理技術者として３件以上の実績がある。 ３ 

・管理技術者として１件以上の実績がある。 １ 

・上記以外。 ０ 

・本業務に関係

する保有資格

の内容 

・技術士（建設部門－都市及び地方計画、総合技 

術監理部門－建設‐都市及び地方計画）の資格 

を有している。 

５ 

１ ５ ・一級建築士若しくは国土交通省登録資格の 

うち施設分野が「都市計画及び地方計画」 

である RCCMや認定都市プランナーの資格を 

有している。 

３ 
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評価基準及び視点 配点 

・技術士第一次試験合格や二級建築士、宅地建物 

取引士の資格を有している。 
１ 

・上記以外。 ０ 

担当技術者の実績等  ※３名を評価し、平均値とする。 評価値 倍率 １５ 

・類似業務に携

わった実績 

・管理技術者又は担当技術者として５件以上 

の実績がある。 
５ 

２ １０ 

・管理技術者又は担当技術者として３件以上 

の実績がある。 
３ 

・管理技術者又は担当技術者として１件以上 

の実績がある。 
１ 

・上記以外。 ０ 

・本業務に関係

する保有資格

の内容 

・技術士（建設部門－都市及び地方計画、総合技 

術監理部門－建設‐都市及び地方計画）の資格

を有している。 

５ 

１ ５ 

・一級建築士若しくは国土交通省登録資格の 

うち施設分野が「都市計画及び地方計画」 

である RCCMや認定都市プランナーの資格を 

有している。 

３ 

・技術士第一次試験合格や二級建築士、宅地建物 

取引士の資格を有している。 
１ 

・上記以外。 ０ 

経済性 評価値 倍率 ５ 

・見積金額は妥

当か。 

・（最低見積額/当該見積額）×５ 
５ １ ５ 

合計 ５０ 
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    ■定性的評価 

    〈評価値〉 

     ５：十分評価できる ４：評価できる ３：概ね評価できる 

     ２：あまり評価できない １：評価できない ０：評価対象外 

評価基準及び視点 評価値 倍率 配点 

企画提案書   ９５ 

【的確性】    

・業務実施の手順、業務工程が適切な提案となっているか。 ５ １ ５ 

・関連諸計画及び既往調査等の結果を踏まえた具体的な提案とな

っているか。 
５ ３ １５ 

・業務対象地（南小跡地、周辺市有地）の特性を踏まえ、今後の事

業実施に必要な課題を整理した提案となっているか。 
５ ３ １５ 

・市場調査における調査対象者は今後の事業実施のために適正な

対象者となっているか。 
５ ３ １５ 

【独創性】    

・市場調査について、民間事業者の意見や要望を引き出す具体的な

提案となっているか。 
５ ３ １５ 

・事業スキームの検討にあたり、財政負担の軽減効果を検証する具

体的な方法が示されているか。 
５ ３ １５ 

・自社のノウハウを生かした具体的な提案が示されているか。 
５ ３ １５ 

プレゼンテーション   ５ 

・説明内容は論理的で、かつ、分かりやすいものであるか。また、

質疑への応答が適切であるか。 
５ １ ５ 

小計   １００ 

 

合計（定量的評価と定性的評価の和）   １５０ 

 

  (2) 特定後の流れ 

   ① 優先交渉権者は、発注業務の仕様内容について企画提案書を基に本市と協議し、 

提案事項を反映した業務仕様の内容を決定する。その後、協議が整った段階で契

約を締結する。 

   ② 前①の協議が不調となった場合は、次点者を優先交渉権者とし、同様に本市と

協議を行うものとする。 
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第４章 提案者の資格等 

第 17号 提案者の資格要件・その他注意事項等 

  (1) 提案者の資格要件は、次のとおりとする。 

   ① 類似業務として平成２８年４月以降公表日までの間に、公共施設等の整備に関

する民間活力導入調査業務を国（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す

る法律施行令（平成１３年政令第３４号）第１条に規定する法人を含む。）又は

地方公共団体から元請として完了した実績があること。 

② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当しないこと。 

   ③ 本市の令和７・８年度競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 

④ 桶川市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要領（令和２年告示第 

７７号）により、入札参加停止の措置を現に受けていないこと。 

   ⑤ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをして

いないこと。 

  (2) その他一般注意事項 

   ① 企画提案書は、一提案者につき一提案とする。 

   ② 本企画提案に関して提案者が必要となる費用は、すべて提案者の負担とする。 

   ③ 提出された企画提案書は、返却しないものとする。 

   ④ 企画提案書の提出後は、提出資料の差替え、追加等は認めないものとする。 

   ⑤ 企画提案書に記載された管理技術者及び担当技術者は、原則として変更できない。

ただし、やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするも

のとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。 

   ⑥ 管理技術者は、担当技術者を兼ねることはできない。 

   

 

第 18号 提案者の失格 

   提案者又は提案者が提出した企画提案書の内容が次のいずれかに該当する場合は、

当該提案者を失格とすることができる。 

  (1) 企画提案書の提出方法、提出先又は提出期限が示された条件に適合しない場合 

(2) 実施方針に示された条件に適合しない場合 

(3) 企画提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

(4) 企画提案書に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合 

(5) 虚偽の内容が記載されている場合 

(6) 審査の公平を害する行為や信義に反する行為があった場合 

(7) 桶川市業務委託契約約款（平成２３年桶川市告示第１９３号）第２１条第１０号

アからキまでのいずれかに該当している場合 

(8) 前各号に掲げるもののほか、失格に相当する事由があると市長が認めた場合 
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第 19号 著作権等 

   著作権等の扱いは、次のとおりとする。 

  (1) 提出された企画提案書の著作権は、当該企画提案書を作成した者に帰属するもの

とする。ただし、受託先が作成した企画提案書は、市が必要と認める場合に、その

一部又は全部を使用（複製、転記又は転写等）することができるものとする。 

  (2) 本市は、提出された企画提案書について、桶川市情報公開条例（平成１３年桶川

市条例第１３号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるもの

とする。ただし、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益

を害するおそれがあると認められる情報は、非公開となる場合がある。 


